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2015年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則修改正（案）

盟丘＆箆立正：変更 現存：削除 盤改正追加、挿入 翠fi＆箆致正：移動

へ ＼γ ｜条項｜ 現 行 ｜ 修改正案

第1部競技会役員

126 I 118 I 第1条1(a)(b)(c)(f）に該当する競技場内で｜ 第1条1(a)(b)(c)(f）に該当する競技場内で

の競技会では IAA  Fまたは地域陸連が国｜の競技会では IAA Fまたは地域陸連が国

際スターターと国際写真判定員を任命す｜際スターターと国際写真判定員を任命す

る。 ｜る。

国際スターターは技術代表によって割り｜ 国際スターターは技術代表によって割り

当てられたレースをスタートさせるととも｜当てられたレースをスタートさせるととも

に、関連した任務も遂行する。 ｜に、関連した任務も遂行する。

国際写真判定員は写真判定業務を監督す｜ 国際写真判定員は主裏主IJA:皇主色と主旦

る。 ｜写真判定業務を監督する。

126 119 上訴審判員

129 123 技術総務

技術総務は以下の責任を負う。

(a) トラック、助走路、サークル、円弧、

角度、フィールド競技の着地場所が正しく

整備され、また用器具が規則に合致してい

ることを確認する。

(b) 技術代表によって承認された競技会の

技術的 ・組織的計画に従って用器具を設置

することと撤収すること。

(c) 競技場所で使用する競技関連物品の準

備が前述の計画に従っていること。

国L農 政Zゑゑζ錐ヱエぃ援援会民登豆ま
弘主鰻ム豆長エ主恩息玄点検し、マ三之主
仕立ゑよよL

(e) 第 135条に従って、競技会前に公式計

測員から必要な証明書を受け取ること。

〔国内〕 技術総務のもとに用器具係をお

く。用器具係は各競技に必要な用器具を整

備し、その競技開始前にこれを配置し、競

技終了後にこれを撤収する。 〔参照 第

135条〕
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技術総務

技術総務は以下の責任を負う。

(a) トラック、助走路、サークル、円弧、

角度、フィーノレド競技の着地場所が正しく

整備され、また用器具が規則に合致してい

ることを確認する。

(b) 技術代表によって承認された競技会の

技術的 ・組織的計画に従って用器具を設置

することと撤収すること。

(c) 競技場所で使用する競技関連物品の準

備が前述の計画に従っていること。

(d）〔国底上…笈1filゑ~ζ錐ヱエι接援会
民葺豆室長主飼ム豆長三主恩息宣長換Lぶ

三二之玄投はゑよよι

(e) 第 135条に従って、競技会前に公式計

測員から必要な証明書を受け取ること。

〔国内〕 J＿＿杢連盟二三、見直設j型車具室，＠＿.：会主

一弘章堕よ理長揚主主改長；＿~§麓主J苦虫主
"(1-Jι皇室表監理主j ＿~J；基2きj会主玄哀雄一L
公認麓琵金五二閉j峯ム益予土－会主題度り~lb－~
適J君主施設さとあJるよ認ま~－1"}.:'2.主ぞうJ一三
c建歪、!!2量管Jをご主立も一ー
~－j会~1:主H]＿－＠：－＇号fl建設11~込者団！民主＿~j主
主主ヲ＿1:11~~＇－j事宣玄室とり・＿{2♀－

3 技術総務のもとに用器具係をおく。用器

具係は各競技に必要な用器具を整備し、そ

の競技開始前にこれを配置し、競技終了後

にこれを撤収する。 〔参照第 135条〕

マーシャル（Marshal)

139 I 135 ｜公式計測員 ｜公式計測員

〔圏内〕 本連盟では施設用器具委員会が｜ 〔国内〕1 本連盟では施設用器具委員会が



「陸上競技場公認に関する細員ljJによって 「公認陸上競技場および長距離競走路なら

計測する2 びに競歩路規程」等に基づき検定を実施しz

公認競技会を開催し得る十分な精度のある

適切な施設であると認定している♀公式計

測員は、その確認を技術総務に報告すると

ともに検定報告書を閲覧できるようにす

豆iー

2 使用する投てき用器具の確認報告を技

術総務に行う且〔参照第 123条〕

第2部競技会一般規則

141 140 〔注意〕 i 道路競歩、道路競技、クロス

カントリー／マウンテンコースについては

〔国際一注意〕 iii、ivを適用するため、 第 230条 10 第 240条2 第240条3 第

〔注意〕として i、註へ移行する。 250条2 第250条3 第250条4 第251

条 1を参照すること。

且 室内陸上競技施設については第 211条

を参照すること。

151 146 ・・。抗議に関連する種目の同じラウンドで ・・・。抗議に関連する種目の同じラウンドで

3 競技している 4喜長陸、手 ム得点持続ぬ 競技している競技者またはチームに限り抗

競技会キ競技ι＝ιいる｝競技者またはチー 議（あるいは上訴）することができる。

ムに限り抗議することができる。 〔国際〕抗議に関連する種目の同じラウン

ドで競技している（または、チーム得点対

抗の競技会で競技している）競技者または

チームに限り抗議（あるいは上訴）するこ

とができる9

155 147 ・。第 1会1(i）必）の競援会では〉混 〔注意〕 1 フィールド競技において男女混

合競技は所管する地域陸連の特別な許可が 合競技が行われる場合は、記録用紙は個別

あれば認める。 に作成され、結果は各性別に発表される。

〔注意〕 フィールド競技において男女混 2 この規則によりトラック競技で認めら

合競技が行われる場合は、記録用紙は個別 主l:_る見玄混合主主益見斗一季却君主握君主位主主

に作成され、結果は各性別に発表される。 ~＿！＇｝jきEリ三とさとり芸施主主効主的主主主るJ者全
L国向J 男会i混合競技t~ 同一種目白白 1三眼：＿{22._

男女それぞれの参加者が少なく、混合で実 ミー＿r三之？＿i_;_:t§Jt 2-里主1~全競悲~Tl主主主J
施オ二るミ二さl二よ'9＊競技時間ぬ短縮が図ら 主ソ注三る揚金支払一飽！！）＿佳思Lり麓誌主主むさ二

れる場合に限る。 さーさごC1-.主」色c..~ ..）. －民：！）＿乞L主！＞＿土る一主＿2_
な行為は許されなし斗ー

〔国際〕第 1黍1(i）必）の競技会では込混金

競技は所管する地域陸連の特別な許可があ

れば認めるg

155 148 競技会で使用される計測装置の精密度 〔国際〕競技会で使用される計測装置の精

は、国の測定機関によって承認された適切 密度は、国の測定機関によって承認された

な組織によって認定されるので、全ての測 適切な組織によって認定されるので、全て

定が国または国際的な基準に則したものと の測定が固または国際的な基準に則したも

なる。第 1条 1(a)(b)(c)(f)以外の競技会で、は、 のとなる。第 1条 1(a)(b)(c)(f)以外の競技会

ファイパーグラス製巻尺を使用しでもよ では、ファイパーグラス製巻尺を使用して
し、 もよしら。
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156 I 149 I ｜一〔旦路上 2.街角の広場、他のスポーツ施

2 I I 2項全文を〔国際〕扱いとする。 ｜｜設、砂浜等のような伝統的に陸上競技を実

日本では 140条で競技会は公認に関す ｜｜施することが可能な施設で達成された、通

る規則に合致している競技場で行う ｜｜常、競技場内で実施される種目の記録は以

ことになっている。 ｜｜下の条件のすべてを満たしていれば、世界

公式計測員が検定証を発行する仕組 ｜｜記録を含むすべての目的において認められ

みになっていない。 ｜｜る。
(a）規則第 1条から第3条に規定されている

統括団体（加盟国体）が、認可しているこ

と。

(b）その競技に公認審判員が委嘱され、審判

員によって運営されていること。

(c）必要に応じて規則に合致した用器具が用

いられていること。

（心その競技は、規則に合致し、かつ、規則

第 135条の下、競技会当日に公式計測員に

よって計測され発行された検定証を得た競

技場所や施設で実施されること。

〔国路二注意〕 競技場所 ・施設が規則に

合致していることを示す報告書の現行の標

準書式は、 IA A  F事務局より入手可能で、

IAA  Fのウェブサイトからダウンロー ド

することもできる。

第 3部 トラック競技

157 I mo I・・・。この方法は水濠を越えるためにメイン I_U国略上この方法は水濠を越えるためにメ

1 ｜トラックを離れる障害物競走、第 162条 10Iイントラックを離れる障害物競走、第 162

によるグループスター トの外側、そして縁 ｜条 10によるグループスタートの外側、そし

石設置のない直走路にも適用されなくては ｜て縁石設置のない直走路にも適用されなく

ならない。後者の場合は（コーンまたは旗｜てはならない。後者の場合は（コーンまた

を置く）間隔が lOmを超えないようにする。｜は旗を置く）間隔が lOmを超えないように

158 I 2 

4 

する。

〔国内〕 1 メイントラックを離れる障害物 ｜〔国内〕 l メイントラックを離れる障害物

競走では、仮設の縁石を置くものとする。 ｜競走とグループスター トでは、仮設の縁石

~1~露五Lを置くものとする。

斗委及ぶ認陵よ援援擾長よ立長距離麓友 Is項の最後に移行

路怠長受ι援菱蹟規建笈立会］

〔圏内〕 2010年 4月 1日以降に建造され

た トラックに関しては、上記のレースのた

めに、レーン幅は lm220(±0. Olm）とする。

_u国J恒一一一匿の1!2_麗主足場二亡、J~＇.＼.一色坦降五主
置くことから縁石とみなしム 300凹外方を

観る2一

〔国内〕 2010年 4月 l日以降に建造され

たトラック及び走路を全面改修するトラッ

クに関しては、上記のレースのために、レ

ーン幅は lm220(±0. Olm）とする。

159 I 7 ｜麓援場安建設L武社乏L玄ヱこまとfl三関｜公認、陸上競技場は、第 1種、第 2種公認陸

するすべての技術的情報は、 IA A  F陸上｜上競技場の基本仕様、公認陸上競技場およ

-3-
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援護旗設三三三~ι瀕是主弘主心ふJ杢
規劉玄民ι忠良投五三主基杢的主恩創玄IE_

Lエ心ゑι

斗圏内与一公認陸上競技場は、第 1種、第 2

種公認陸上競技場の基本仕様、公認、陸上競

技場および長距離競走路ならびに競歩路規

程、陸上競技場公認に関する細則による。

〔国内〕 混成競技と道路競走および駅伝

競走を除いて、 一度の不正スタートでも責

任を有する競技者は失格とする。

混成競技と道路競走および駅伝競走にお

いては、各レースでの不正スタートは l回

のみとし、その後に不正スタートした競技

者は、すべて失格とする。〔参照第 200条

8 (c）〕

唄際L 混成援法生践と玄L二度安歪主
主三二上支主重佳宣査玄豆援基主位去掻よ

土盃£ー
混成麓支段以仏友と二五支佼主主

主乏ニ幻主l毘安全ょんL三2箆ι主主主
乏二上んた援琵主民ι芝公主去最よ芝生＆一
頃闘よー杢連建主主催L去獲士急援援金
弘金支技ι窓現慰堂進恩土ゑよよ空襲主ん
どふ混感麓弘道路競走長ぶ忠信援走
玄腹心主農民ヨ三ど三民主催霊会刻駈支え
各レースでの不正スタートは l回のみとし

その後に不正スタートした競技者はすべて

失格よ玄ゑ規副玄適底土豆ょょができる。

〔国内〕 l混成競技と道路競走および駅伝

競走を除いて、一度の不正スタートでも責

任を有する競技者は失格とする。

混成競技と道路競走および駅伝競走にお

いては、各レースでの不正スタートは l回

のみとし、その後に不正スタートした競技

者は、すべて失格とする。〔参照第 200条

8 (c）〕

2杢連理主主催i去鑓芝生援援金払金支
肢L五規別空準島支ゑζよ変室主んどふ
混成麓援L道蹟援走長よ立駆伝競走玄強ど
立農民三長ビエ民主催蓑虫到既主Lゑと二
三支企歪玉三乏ニ幻主よ恩史ゑよL笠221象
に不正スタートした競技者はすべて失格と

芝生題担玄適恩玄豆よよ怠玄乏生且
甥際L 混成麓援宣践とエι二度2歪主

主乏ニ主主主蓑箆主査士急援蕊主位去最主
主豆L

混成競技においては、各レースでの不正

三去二幻主よ周安全よh__±忽鍾主歪主主
タニ上ん主麓張主民ι芝公玄去競主主盃ι

167 I 10 I 〔圏内〕 つ 干のす干県！さ＋.， I*)り？？て・ g.,QQQm且

C' F マて、三位七伝 I 守~＇干、 ト I、
〕）、ノ、、M巳」｝、 v~·・。

116 I 165 Iカメラが正しく設置されていることを確認｜カメラが正しく設置されていることを確認

15 ｜するために、また、写真判定画像が読み取｜するために、また、写真判定画像が読み取

りやすいようにするために、レーンライン｜りやすいようにするために、レーンライン

とフィニツシュラインの交差部分は適切な｜とフィニッシュラインの交差部分は適切な

デザインで黒く塗る。 ｜デザインで黒く塗る。そのようなデザイン

斗国際与ーそのよ うなデザインは当該交差部｜は当該交差部分のみに施し、フィニツ、ンュ

分のみに施し、フィニッシュラインのスタ｜ラインのスタートラインに近い方の端から

ートラインに近い方の端から向こう側に ｜向こう側に 20mm以内にとどめ、手前にはみ

20mm以内にとどめ、手前にはみ出してはな｜出してはならない。

らない

191 I 169 I 〔注意〕最初の障害物の幅は、少なくとも sI _U国β上一最~w22堕室＿4ti_o.?~~旦L-11企三よ
5 Imあることが望ましい。

-4-

主§~と二士五色一
〔注釈〕 IAA F規則は〔注意〕として

「最初の障害物の幅は、少なくとも 5mあ

ることが望まししリとしているが、本連盟

の陸上競技場公認に関する細則では必備器



具として、 1台は幅 5mとすると規定され

ている。

第4部フィールド競技

199 I 180 I (c) 恩皇 I (c) 蓋エ主盤
2 ｜（心星皇を持つ持たないに関係なく、サー｜（心埜エ主~を持つ持たないに関係なく、

187 

2 

255 I 216 

260 I 230 

3(a) 

13 

クルや着地場所 ｜サークルや着地場所

〔園内〕本条（b）は審判長が特に認めた区域｜ 〔国内〕本条（b）は審判長が特に認めた区域

において使用可能とする ｜において使用可能とする。

設er主麓長i三おど＿：（且L毘2主主色ら躍13:
主畦J；飽主i三危宣主主主るよJ主主観をJJJJ!1
L1"_02健置は；＿~主主l:_~o－ー

_u国I＿~｝一一お車星空主催、一去i壁土9J理長会
において総務は該当する各競技会規定に基

竺乞ー麓i主主r~.ム毘査主むさ製造金生理昆
の用具の使用を認めることができる。ただ

！，，＿，＿主盤主主恩章キ主長τ之且具ιl,,_1"2
さ＿u；記載さj.}_°I｝~主1:.~場企二三、込ー杢連U\lf_強
定J青］t!2主Zと立韓箆前巳まゴ呈主巳よ~j会主
をJ季Jt全笹色了二｝＇＿ ？！£~Q_ 1= J；主~~17Jt1壬
主l二位i_Q~主l:_~o－よ!2よさ一、一二主二三三位慧j主主
が使用できることが条件となる。

第6部室内競技

「圧lt夫ti メ弘二i;::J，『去生省ヰ土庁＇ ］..＿ニ弓、、， fァマミ1斗マ ＇°＂A'
L、ロ’ JJ 占（肌山品、，ーノ ノ／ ー~ － ・ ' 

ノア庁、止と告出品ミ£首手IIヲら＃ 庁、 1斗J古用 I マ，－，斗ヲ~，. ，..＿チ＂＇
／ ’ J ノ U 叶’ll'" .:.o;;.'U I .J c;r.. ¥...../ _ _, I c;r. ’ ん ／ 1..1 ...＿，.、，目。、~ ~ 

い「

第7部競歩競技

競歩審判員主任は、第 1条 1(a)(b)(c)(d)(f) I競歩審判員主任は、第 1条 1(a)(b)(c)(d)(f) 

に該当する競技会ならびに本連盟が主催、 ｜に該当する競技会ならびに本連盟が主催、

共催する競技会では、残り lOOmからフィ｜共催する競技会主主註第一H'Z会主琵色る男

ニッシュまでの間で、競技者の歩型が第｜玄車全費量では、残り lOOmからフィニツ

230条 1に明らかに反する時、競歩審判員｜シュまでの問で、競技者の歩型が第 230条

主任はその競技者にそれまでに出された赤 I1に明らかに反する時、競歩審判員主任は

カードの有無に関わらず、その競技者を主｜その競技者にそれまでに出された赤カード

任単独で失格にする権限をもっ。 ｜の有無に関わらず、その競技者を主任単独

第 1条（a)(b)(c)(f）に該当する競技会ならび

に国内の競技会では、競歩競技のスタート

とフィニッシュが日の出後から日没前にな

る様に調整しなければならない。
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で失格にする権限をもっ。
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第 1条（a)(b)(c)(f）に該当する競技会ならび

に国内の道路競技会では、競歩競技のスタ

ートとフィニッシュが日の出後から日没前

になる様に調整しなければならない。



2015年 2月全国競技運営責任者会議日本陸上競技連盟駅伝競走規準の修改正提案

現行＆修改正：移動修改正：追加・挿入現待：削除翠丘＆箆些主：変更

修改正案

第 1条総則

駅伝競走は、本連盟競技規則第240条1 〔圏内〕 1
の規定により、以下の規準に基づいて行う。本規準に

特別に定めるものの他は本連盟競技規則を準用する。

必要により、独特の状況等に応じた駅伝競走内規等

を定めることができる。
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第 1条総則
駅伝競走は、本連盟競技規則第240条 1 〔国内〕 1

の規定により、以下の規準に基づいて行う。本規準に

特別に定めるものの他は本連盟競技規則を準用する。

必要により、独特の状況等に応じた駅伝競走内規等

を定めることができる。
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第3条競技会役員の任務

1.総務

(a) 競技会を管理し、運営の全責任を負う。またすべ
ての役員の任務の状況を監視し、必要があるときには

総務員を指名して、総務の任務の一部を代行させるこ

とができる。

(b) 競技会の準備委員会とその他の委員会を招集し、

それに関する議事日程を作成する責任を負う。すべて

の通信連絡を含む管理上の事務処理を担当する。
2. 技術総務

主として技術面から総務を補佐する。特にコース設

定等を管理する。
3.審判長

(a) 競技規則（本連盟競技規則、本規準、内規等） が

遵守されているかどうかを監視する責任を負い、競技

中に起ったすべての技術的問題ならびに本基準、内規

に規定されていない事項についても決定する。また、

競技の最終結果を承認する。
(b) 不適当な行為をする競技者を除外させたり 、競技

続行不可能と判断された競技者を中止させる権限を
有する。審判長の権限を技術総務、競走審判員、監察

第 3条競技会役員の任務
1.総務

(a) 競技会を管理し、運営の全責任を負う。またすべ
ての役員の任務の状況を監視し、必要があるときには

総務員を指名して、総務の任務の一部を代行させるこ

とができる。

(b) 競技会の準備委員会とその他の委員会を招集し、

それに関する議事日程を作成する責任を負う。すべて

の通信連絡を含む管理上の事務処理を担当する。
2.技術総務

主として技術面から総務を補佐する。特にコース設

定、 たすき、給水等を管理する。

3.審判長

(a) 競技規則（本連盟競技規則、本規準、内規等）が

遵守されているかどうかを監視する責任を負い、競技

中に起ったすべての技術的問題ならびに本基準、内規

に規定されていない事項についても決定する。また、

競技の最終結果を承認する。

(b) 不適当な行為をする競技者を除外させたり、競技

続行不可能と判断された競技者を中止させる権限を
有する。審判長の権限を技術総務、競走審判員、監察



員等に委任しておく必要がある。
4. 競走審判員

競技者がフィニッシュ・ライン、中継線にお件ゐ到
達したときの着順を判定する。

5. 監察員
審判長に指示された地点、あるいは指示された車両

で競技を監察する。違反、妨害等が起こった場合、た
だちに審判長に報告する。また、中継地点の号持継さ

を監察する。
6. 計時員

競技者のフイニツ、ンュラインまたは中継線に到達

したときの時間を計測する。
7. スターター

スタート地点における競技者を適正にスタートさ

せる。
8. 出発係

競技者を招集し、ナンバーカード（ピブス）、たす
き、服装を点検してスタートライン（中継線）に配置

する。
9. 走路員

競技者の走路を確保し、走路を間違えないよう白
線、手旗などで指示する。
各区間の中間点、あと 3km、あと lkmを表示して
もよい。

10. 中継所役員
(a) 中継所には中継所主任を置く。また、出発係、競

走審判員、監察員、計時員、記録・情報処理員、走路
員等をおいてもよい。

(b) 中継所主任は中継所を統括し、その中継所で、競

技規則が遵守されているかどうかを監視する責任を
負う。

11. 記録・情報処理員
(a) 中継所、フィニッシュ地点の競走審判員、計時員

の判定資料から順位、所要時間および区間記録を作成

し、総務に提出する。
(b) スタートリスト等必要な情報を関係競技役員に提
供する。

12. アナウンサー
スタート地点、中継所、フィニッシュ地点において

競技者の紹介、公式記録の情報等をアナウンスする。

13. 医師（医務員）

(a) 競技に出場することが危険と判断した競技者の出

場をやめさせる権限を持つ。
(b) 競技中に健康上不適当と判断した場合、競技を中

止させる権限を持つ。

第2部競 技 会
第4条 コ ー ス

1.駅伝競走はコースとして定められた道路を走る。ま
た、道路でない場所を使うことができる。その場合も、
走る区分を明示する。

2. コースの計測は競技規則第 24G条3を連用する百
区間lEe/i!ll士、一般に O.lkm単位とする。

第5条走行
1.競技者は、定められた走行区分を走らなければなら
ない。また、交差点では交差点の中心から右に出ては

ならない。

員等に委任しておく必要がある。
4. 競走審判員

競技者がフィニッシュ・ライン、中継線に到達した
ときの着順を判定する。

5. 監察員
審判長に指示された地点、あるいは指示された車両

で競技を監察する。違反、妨害等が起こった場合、た
だちに審判長に報告する。また、中継所におけるたす

きの受渡しを監察する。
6. 計時員

競技者がフィニッシュラインまたは中継線に到達
したときのスタート泊、らの時間を計測する。

7. スターター
スタート地点で競技者を適正にスタートさせる。

8. 出発係
競技者を招集し、ナンバーカード（ピブス）、たす

き、服装を点検してスタートライン（中継線）に配置

する。
9. 走路員

競技者の走路を確保し、走路を間違えないよう白
線、手旗などで指示する。

各区間の中間点、あと 3km、あと lkmなどの距離
表示を してもよい。

10. 中継所役員

(a) 中継所には中継所主任を置く 。また、出発係、競
走審判員、監察員、計時員、記録・情報処理員、走路
員等をおいてもよい。

(b) 中継所主任は中継所を統括し、その中継所で、競
技規則が遵守されているかどうかを監視する責任を
負う。

11.記録・情報処理員
(a) 中継所、フィニッシュ地点の競走審判員、計時員

の判定資料から順位、所要時間および区間記録を作成

し、総務に提出する。
(b) スタートリスト等必要な情報を関係競技役員に提
供する。

12.アナウンサー
スタート地点、中継所、フィニッシュ地点において

競技者・ チームの紹介、公式記録の情報等をアナウン

スする。J之さ三陸Dーと二三農民りj音認さこ.？：：.＿：＿モJ:::Ll:::'.二
スの模様を紹介する。

13. 医師（医務員）

(a) 競技に出場することが危険と判断した競技者の出
場をやめさせる権限を持つ。

(b) 競技中に健康上不適当と判断した場合、競技を中
止させる権限を持つ。

第2部競技 会
第4条 コ｝ス

1.駅伝競走はコースとして定められた道路を走る。ま
た、道路でない場所を使うことができる。その場合も、
走る区分を明示する。

2. コースの計測は府立に O.lkm単位とす－る。

第 5条走行
1.競技者は、定められた走行区分を走らなければなら
ない。また、交差点では交差点の中心から右に出ては

ならない。
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2.競技者が走行不能となった場合、即ち、歩いたり、

立ち止まったり、倒れた状態になったときは、役員、
チーム関係者等によって、道路の左端に移動させなけ
ればならない。その後、続行させるかどうかは審判長、

医師（医務員）の判断による。

3.競技者が途中で競技を続行できなくなったとき、ま

たは、競技を中止させられた場合は、原則として当該

チームのその区間の競技を無効とする。 ただし、そ
のチームの競技の続行、記録や成績の取り扱いは、そ

の大会の内規等による。

第6条中継

1. たすきの受け渡しは、中継線から進行方向 20mの

間で行う。中継線は幅 50mmの白線とするの中継
の着順判定およびタイムの計測は、前走者のトルソ

ーが中継線に到達した時とする。

2.たすきを受け取る走者は、前走者の区域（中継線の
手前の走路）に入ってはならない。また、たすきを渡

した走者は直ちにコース外に出なければならない。

第 7条繰り上げスタート

1. 走者の中継所への到着がはなはだしく遅れた場合、

繰り上げスタートを丘之。その条件は競技会前に各チ
ームに公表する。

2.繰り上げスタートは、審判長または中継所主任の指

示で行う。この場合、中継線をスタートラインとする。

第 8条ナンバーカード（ピプス）

ナンバーカード（ピブス）については競技規則第

143条7以下を適用する。
第9条たすき

1.駅伝競走はたすきの受け渡しをする。たすきは布製

で長さ lm600～ 1m800、幅6cmを標準とする。

2. たすきは必ず肩から脇の下に掛けなければならな

3.たすきは必ず前走者と次走者の間で手渡さなければ

ならない

4.たすきをチームが持参する競技会では、事前に大会

本部において承認を得なければならない。

第 10条給水

ふナ主催者は、コースの途中で給水を行なうことができ

るが、給水を行う場合は事前に公表する。

り 土品寸.，.（ハレ.：：）；－／.十 1、'L-cl-＂詩ずえ J I L》人－rT詰T1 -rヰイ昨寸－ f古
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第 11条助力

1.競技者は競技中、いかなる助力も受けてはならない。

2. 人または車両による伴走行為は一切認めない。

3.正常な走行ができなくなった競技者を一時的に介護

するために、競技者の体に触れるのは助力とはみなさ

ない。

2.競技者が走行不能となった場合、即ち、歩いたり、

立ち止まったり、倒れた状態になったときは、役員、
チーム関係者等によって、道路の左端に移動させなけ
ればならない。その後、続行させるかどうかは審判長、

医師（医務員）の判断による。

3.競技者が途中で競技を続行できなくなったとき、ま
たは、競技を中止させられた場合は、原則として当該

チームのその区間の競技を無効とする。 ただし、そ
のチームの競技の続行、記録や成績の取り扱いは、そ

の大会の内規等による。

第 6条中継
1. 中継線は幅50mmの白線で示す。たすきの受け渡し

は、中継線から進行方向 20mの聞に手渡しで行わ
なければならず、中継線の手前からたすきを投げ渡

したりしてはならない。

中継の着順判定およびタイムの計測は、前走者のト

ルソーが中継線に到達した時とする。

_[j著~－＜~L混見U_HH＿~＿2＿~尾
2.たすきを受け取る走者は、前走者の区域（中継線の

手前の走路）に入ってはならない。また、たすきを渡
した走者は直ちにコース外に出なければならない。

第 7条繰り上げスタート

1. 走者の中継所への到着がはなはだしく遅れた場合、

繰り上げスタートを行うことができる。その条件は競

技会前に各チームに公表する。

2.繰り上げスタートは、審判長または中継所主任の指

示で行う。この場合、中継線をスタートラインとする。

第 8条ナンバーカード（ピプス）

ナンバーカード（ピプス）については競技規則第

143条7以下を適用する。
第 9条 た す き

1.駅伝競走はたすきの受け渡しをする。たすきは布製

で長さ lm600～ lm800、幅 6cmを標準とする。

2.たすきは必ず肩から斜めに脇の下に掛けなければな

らない。
3.たすきは必ず前走者と次走者の間で手渡さなければ

ならない。た：七主渡~J；路1-~-r－、一自主主者主主主主宏A
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4.たすきをチームが持参する競技会では、事前に大会

本部において承認を得なければならない。

第四条給水

主催者は、コースの途中で給水を行なうことができ

るが、給水を行う場合は検水揚EJil之む浮J密交事前に公
表する。

第 11条 助 力

1.競技者は競技中、いかなる助力も受けてはならな

2. 人または車両による伴走行為は一切認めない。

3. 正常な走行ができなくなった競技者を一時的に介

護するために、競技者の体に触れるのは助力とはみな

さない。
第四条競技運営関係車両 ｜ 第四条競技運営関係車両

1.主催者が必要と認めた場合、競技運営関係車両を使 I1.主催者が必要と認めた場合、競技運営関係車両を使
用することができる。競技運営関係車両は、審判長車、｜ 用することができる。競技運営関係車両は、審判長車、
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審判車、本部車、監察車、記録車、救護車、報道関係車

等である。

2.競技者の安全を図り、駅伝競走による交通渋滞を招

かないよう配慮する。
（）.一般車と区別するため、遠くからよく識別できる標

識をつけなければならない。
4.競技者の横に並んではならない。また、競技運営関

係車両同士も互いに並走してはならない。
5.スタートライン、中継所、フィニッシュラインのと

ころで駐停車しではならない。

審判車、本部車、監察車、記録車、救護車、報道関係

車等である。

；？....：一弘法違免法：箆専毘iささと通J去提及むリ凶悪機W'Jと＿<J）」合意
主主車交遊笠L三nH主主主なん主主~~＇°－－

3.競技者の安全を図り、駅伝競走による交通渋滞を招

かないよう配慮する。
十 一般車と区別するため、遠くからよく識別できる標

識をつけなければならない。
5.競技者の横に並んではならない。また、競技運営関

係車両同士も互いに並走してはならない。
6.スタートライン、中継所、フィニツ、ンュラインのと

ころで駐停車してはならない。
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競歩における男女混合レースの運営方法

（公財）日本陸上競技連盟競技運営委員会
委員佐康孝洋

2015年2月14-15日全国競技運営責任者会議

・問題の背景

通常の競歩競技会の場合、先頭競技者が最後の
1周になると競歩審判員が移動するため、第1曲
走路に審判が居なくなる等配置が不均衡になる。

男女同時スタートのレースの場合、男女に力量
の差が著しく、審判員の配置が不均衡になってい
る時聞が長くなる。

nu 



運営上Vの諮問題2
競歩における男女混合レースの運営方法

．対応策

男子のトップ選手がラスト 1周となったとき、競歩審判員主任が以下の図の
「a」地点に入り判定を行い、他の審判員は移動しない。

これにより、不均衡な配置をなくし適正な判定を行うことができる。

なお、主任はJRW Jあるいはそれに匹敵する、例えばJRW J育成セミナーを
受けた方等の力量のある方に主任になっていただくことが望ましい。

【競歩競技で男女混合レースを行う場合の目安と配慮】
① 競技会の規模

同－I!隆の競歩種目で、男女共あるいはどちらかの出場者が少なく、合計しでも多
人数とならない場合、競技時間の短縮対策としてl組にまとめた混合レースを実施す
る事は差し支えないが、選手権等の競技会や複数の陸協からの参加者がある場合には
男女混合レースはできるだけ避ける（競技規則第147条）。

② 1レースの最大人数（歩型の判定が充分にできる限度）
男女混合で行う場合はその合計は30名以内とする。ただし、男女いずれか8名以

内である状況を基準とし、双方が8名を超える場合はたとえ少人数でも男女別に分け
る。

③ 先頭競技者が残り 1周になった以降の競歩審判員の配置
本連盟主催共催以外の競技会であっても、男女混合で行う場合は、主任が判定に入

り、他の競歩審判員は移動しない。なお、主任はJRW Jあるいはそれに匹敵する、
例えばJRW J育成セミナーを受けた方等の力量のある方に主任になっていただくこ
とが望ましい。

④ 周囲表示板と周囲の告知
周囲表示板は男女それぞれに用意し、それぞれの先頭に合わせて表示板を操作する。

周囲遅れの競技者には「周囲記録員」の項に示す要領で必ず全員に残りの周回数を知
らせる。
最終回の鐘は男女それぞれの先頭競技者に鳴らすのはもちろん、なるべくすべての

競技者にも鳴らし、特に、最終競銭者には必ず鳴らす。



競技運営上の諸問題1

跳躍競技において踏切位置を審判員が教えることの是非

判定審判員は踏切から砂場を離れるまでの一連の行動が規則どおりに行われたか確認し

て、結果を旗挙げにより提示している。

踏切板のファールは競技者から質問があっても踏切板の粘土に残った痕跡で説明するの

で違反位置に印をする必要はない。

各競技者に対し踏切位置をマーカーやシューズを置いて教えている競技会が散見されて

いることに対し、この行為が助力になるのではないかということ、また審判が踏切位置に

印をするため立ち上がったりと、余計な動作をすることになり適切な審判活動を阻害して

いるのではないかとの懸念から問題を提起するものである。

フィールド競技ではコーチ席が設けられており、競技者への指導ができるようになって

いる。

【メモ】

競技運営上の諸問題1

②跳躍競技における後追い助走練習

【メモ】

③ 300m競走の運営方法

【メモ】
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競技運営上の諸問題2

( 2）ジャベリックスローにおける助走距離計測の指導

①問題の背景

ジュニアオリンピックに導入されているジャベリツクスローは 46～47名によって決勝が

行われている。競技開始前の練習で助走開始位置を決める際に、すべての参加者が歩測で

行っているため多くの時間を要し運営に遅れを発生させている。

②対応策

走幅跳・三段跳・棒高跳と同様に助走路脇にメジャー （リボンロッド）を用意する。

これを各都道府県の予選会および練習会で実施してもらい、運営の円滑化を図りたい。

【 MEM  O 】

競技運営上の諸問題2

( 5）ハードル競走におけるハードルの越え方

「Eachathlete shal I jump each hurdle. J「各競技者は、各ハードルを跳び越えなければ

ならなしリの解釈

失格となる場合 168.7 

(a）ハードルを越える瞬間に、足または脚がハードルをはみ出て（どちら側でも）バーの

高さより低い位置を通ったとき。

(b）故意に競技者がハードルを倒したと審判長が判断したとき。

実際の動作として

①振り上げ足あるいは抜き足が、バーのすぐ横でバーよりも低い位置を通ったとき

②ー(1) 振り上げ足の躍がバーに当たり、ハードルを倒した。

②－ (2) 振り上げ足の躍がバーに当たったが、ハードルは倒れなかった。

③－ (1) 抜き足の膝・腺・太腿がパーに当たり、ハードルを倒した。

③一（2) 抜き足の膝・牒・太腿がバーに当たったが、ハードルは倒れなかった。

が考えられるが、

A) 撞・膝圃足首が当たれば、高さがハードルに達していないので失格なのか

B) 躍・膝・足首が当たっても、倒れなければ跳び越えていると見なすのか

C) 蹟・膝・足首が当たっても、跳び越える動作をしていれば不問に付すのか

いずれが妥当なのか？

【 MEM  O 】

q
d
 



200  mでのスターターの立つ位置（推奨位置の追加）

現在の 200mでのスターターの推奨位置 （1レーンスタートライン後方 10 mの7レーンの位置）
では、ブレーン以降の外側レーンの競技者が重なり、微妙な動きの確認が出来ないとの指摘があった

ため、更に確認しやすい位置について、昨年8月に実施された神奈川県記録会にて検証を行った。
その結果と、新たに追加する推奨位置について報告する。

1 .神奈川県記録会における検証状況

スタートルールは、 2回目以降の不正スタートは誰でもが失格を適用。
1 . 1 検証位置

検証した位置として、既に提案の有った 1レーンスタートライン後方 10 mのインフィール
ド内 （昨年の日本選手権にて適用した位置）にて、どの位置が最適なのかを次の3箇所で検

証した。
①縁石より 1m以内。②縁石より 2mの位置。③縁石より 4mの位置。

1. 2 試行状況
1 ) 8月16日 （2日目）に実施の 20 Om  （男子× 37組、女× 12組）にて、 4名のスタ

ーターが、それそきれ①②③の位置にて検証を行った。

2）スタートの状況としては、不正スタート× 4、警告× 7であったが、この動作をスタータ

ーは全て確認していた。

1 . 4 スターターの見解
1 ）競技者が重ならず、一目で全員の動きが確認出来る位置として、 4名の見解が一致したの

は、 ③の4mの位置であった。
2）②の2mの位置については、スターターの身長差 （ほぼ 17 0 c mが境）により見解が分

かれた。170cm以上では、この位置でも問題なしであったが、 170cm以下では 1

～ 3レーンの競技者が重なり微妙な動作の確認が出来ないとの事であった。
3）①の縁石 1m以内については、 4名共に 1～ 4レーン（長身者は、 3 ・4レーン）が重な

り、適切な位置ではないとの見解となった。
4）競技者の後方左側面から見ているので、リコール時に該当レーンの確認（レーンナンバー

標識による）が瞬時に出来ない事が有った。

腰ナンバーカードが左にも付いていると確認し易くなると思う。
5）トラックの外に待機している競技者の動きが、 6～ 8レーンの競技者と重なり、スタート合

図時に混乱しそうになった。誤判定の発生も考えられるので、待機競技者のコントロール

が必要。

2. 追加する推奨位置

以上の試行の結果、下図の位置を 20 Omでの推奨位置をとして追加する。

200 mでの追加推奨位置

R1 

~訟

・スタートラインより 10m後方のインフィールド内

2～4mの位鐘で見場い位置に講義する

・高いスタート台を使用する

A斗
A



3. 適用時の注意事項

諸条件が整のわない場合は、従来の位置（ 1レーンスタートライン後方 10 mの7レーンの
位置）とする事。（以下事例等）

1 ) Bゾーンの 20 Omスタート側で投てき競技（円盤投げまたはハンマー投げ）が行われている
時。投てきが左のトラック側に逸れた場合、危険な位置となるため。

2）競技場設備の制約（信号器に接続するピストルケーブルが短い等）により、配置が困難な
.!;!_.6., 

J初口 。

4. 追加推奨位置でのスタート風景

1 ）全ての競技者が重ならずに確認出来る。

2）リコール時にレーンの確認（レーンナンバー標識による）が瞬時に出来ない事が有った。
3) トラックの外に待機している競技者の動きが、 6～ 8レーンの競技者と重なる。

R
U
 



2014年度全国競技運営責任者会議報告資料

平成26年度全国中学校体育大会

第 41回全日本中学校陸上競技選手権大会を終えて

1 開催期日 平成26年8月17日～20日

香川陸上競技協会

2 開催場所 香川県立丸亀競技場 大会スローガン「若人よ蒼き四国で熱くなれ！」

3 競技役員・生徒役員・参加校・参加生徒

－競技役員数（男： 346、女 ：18 2) ・生徒役員数 （男： 26 1＇女・ 17 0) 

・参加校数 （男： 632、女： 47 5) ・参加生徒数（男： 952、女・ 79 2) 

4 優秀競技者一覧

( 1 ）優秀競技者・文部科学大臣賞

男子：宮本大輔（周南市立周陽中学校3年） 1 0 0 m (10. 57）、 20 0 m (21. 65）※2種目優勝

女子 ；進堂りか（大阪市立淀川中学校3年）砲丸投げ（16m14) ※大会新記録

( 2）混成競技優秀競技者（ウィッシュマン貰）

男子：北村一真（さいたま市立大原中学校3年） 2 9 4 9点

(110mH 14. 58(-0. 4）、砲丸投（14m02）、走高跳（1m71)、400m(51. 07) 

女子：進堂りか（大阪市立淀川中学校3年） 2 8 9 4点

( 1 OOmH 14. 08 （ー0.2）、走高跳（1m46）、砲丸投（1Om46）、 200m26.08(+2.0)) 

5 反省点

( 1 ）事務局では、前回開催時の反省も踏まえ、式典、競技運営、宿泊・輸送、強化の4つの柱をど

のように運営していくのかが大きな課題でした。

( 2）総務部

・庶務の仕事が多く、害ljり振りが大変であった。

競技関係と役員関係に分けられるので、監督会議で配布する資料の作成、届出用紙の把握、

のぼり抽選について、総合案内と連携、受付対応、苦情対応等と、審判員受付について、弁当

について、プログラム関係等に分割する。

・監督会議等で配布する資料作成

大会までに用意しなければならない資料が多く、人手が足りなかった。事前に参加校でダウ

ンロードして準備している学校もあり、配付する資料を検討してもよい。

－届出用紙の把握

各届出用紙毎に提出されたら、次にどこにもって行くのかを細かく決めておいたほうがよい0

．総合案内との連絡

陸上関係者がいなかったため、プログラム販売に記録証や記録集の申し込み等も重なり、大

変であった。陸上事務局関係者がいれば、少しは緩和されたのではないかと思う。

－審判員の対応（受付）について

人数の確認、ウェアー引渡、弁当、控え場所の割り振りや氷の確保等のことを事前に準備し

ておく必要がある。

( 3）競技部

「競技運営のフェアプレー」フライング判定装置の導入、リアクションタイムの発表をした。

「災害発生時の安全確保」避難経路、避難場所の確保、競技役員による誘導、大型映像装置と

アナウンスの連携、プログラムへの避難場所・避難経路図を掲載した。

「競技役員の連携」各部署の主任配置（陸協主任、中学部主任）※縦と横の連携組織の確立。

「総務員分担J抗議、報道、庶務、審判、情報処理、競技進行、宿泊輸送 ※役割分担をした。
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「四国4県」の陸協から審判協力がありました。

・NH Kからの要望により、競技時刻（トラック種目）の変更を行った。女子 10 0 m決勝以降

の競技開始時刻を 25分間遅らせたことにより、最終打合会議、監督会議での周知と大型映像

装置・アナウンスでの周知、会場内掲示板での周知を行った。

・アウトフィールドでの撮影で、 9レーンぎりぎりまでの撮影があったので、選手に圧迫をかけ

ない範囲で対応していただいた。 （報道）

・コーチングボックスのエリアが狭かった。エリアの拡大と、 2ピットの場合は増設で対応した0

・雨天練習場の使用について要望があった。避難場所として設定しているためにお断りした。

－招集時刻に遅れそうな選手への呼び出しは、ブロック長に連絡をしてほしい。

－練習会場のハードル設置について、インターバルの変更を求めてきた。移動は認めなかった0

．リレーの決勝ゴール後に、優勝チームの選手をブロック長が誘導した。その際、ゴール付近の

インタピ、ユーエリアまでの最短距離を移動した。 (NH K放送対応）

( 4）式典部

－競技前日に開会式が行われることから、選手の移動等によって生じる疲労などを考え、前回大

会と同じく競技場に隣接している丸亀市民体育館で開会式を行った。

園開会式については、丸亀市中学校体育連盟を中心に運営した。前回大会では会場設営に苦労し

たが、今回は業者委託としたことにより、より式典会場らしく設営できた。

－開会式には一部の選手しか参加できないため、開会式を撮影しておき競技開始前などの時間を

利用して、競技場の大型映像装置で紹介するといった工夫があれば良かったと思う。

－香川県出身で過去の大会優勝者にプレゼンターをお願いしたことは、入賞選手のモチベーショ

ンアップにつながると思えるため、今後の大会でも可能な限り継続してもらいたい。

( 5）協力役員・生徒役員統括部

・本県では公認審判員の絶対数が少なく、生徒補助員や陸上部顧問以外の中学校教員の手を借り

なければ、大会運営が難しい状況であった。そのため、陸上部に所属している生徒補助員につ

いては、大会での補助員養成を行ってルールやマナーの指導を行ってきた。

・リハーサル大会では、選手として参加しながらの補助員養成であり、実際にリハーサルが行え

たのは直前の四国総体のみであった。そのため、審判部署によっては少ない人数での運営とな

った所もあり、実際の大会規模に近い状態でリハーサル大会を行う必要性を感じた。

－その他の生徒補助員や中学校教員については大会本番のみの依頼となり、その内容も環境整備

や駐車場係など暑い中での業務がほとんどで、負担も大きかったように思える。

( 6）宿泊輸送

・宿泊輸送の課題は丸亀競技場と宿泊場所として最大の数を確保できる高松市内の距離が離れて

いるという点でした。また公共交通機関でのアクセスも難しく、宿から会場までをどのように

移動するのかが大きな課題でした。それらの課題に対して、ホテルと競技場を直送するピスト

ンパスを設定して対応しました。大きなトラブル無く実施ができましたが、競技開始時間とピ

ストンパスの設定にずれがあり、タイムテーブルが確定する前にパスのスケジュールを決めな

いといけない部分が非常に使いづらいという話になりました。時間設定や、パスの廻し方に課

題があったかと思います。－宿舎の面では、香川県で開催される4競技の日程を重ならないよう

にずらせたことが、宿治先の確保につなげられたと思います。

最後になりましたが、本大会を運営するにあたりご指導・ご支援を賜りました （公財）日本陸

上競技連盟・（公財）日本中学校体育連盟、また、私たちに貴重な資料を提供していただいた昨年

までの開催都道府県の実行委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。

司
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－昇格候補者数一覧

都道府県名 申請 昇格候補者数

1 . 北海道 14 14 
2. 青森 3 3 
3. 岩手 6 6 
4. 宮城 7 7 
5. 秋田 3 3 
6. 山形 3 3 
7. 福島 2 2 
8. 茨城 5 5 
9. 栃木 5 4 
1 0. 群馬 4 4 
1 1 . 埼玉 3 3 
1 2. 千葉 9 9 
1 3. 東京 49 49 
1 4. 神奈川 10 10 
1 5. 山梨 4 4 
1 6. 新潟

1 7. 富山 2 2 
1 8. 石川 3 3 
1 9. 福井

2 0. 長野 2 2 
2 1. 静岡 9 9 
22 愛知 4 4 
2 3. 岐阜 8 7 
2 4. ニ重 。 。
2 5. 滋賀 5 5 
2 6. 京都 7 7 
2 7. 大阪 15 15 
2 8. 兵庫 4 4 
2 9. 奈良 。 。
3 0. 和歌山

3 1. 鳥取 3 3 
3 2. 島根 4 4 
3 3. 岡山 5 5 
3 4. 広島 4 4 
3 5. 山口

3 6. 徳島 。 。
3 7. 香川 4 4 
3 8. 愛媛

3 9. 高知 。 。
4 0. 福岡 12 12 
4 1. 佐賀 2 2 
4 2. 長崎 。 。
4 3. 熊本 5 4 
4 4. 大分 5 5 
4 5. 宮崎 。 。
4 6. 鹿児島 4 4 
4 7. 沖縄 2 2 

計 241 238 

。。

申請S級公認審判員



2014年度公認審判員数
2014年12月31日現在

NO 陸協名
S級 A級 B級 合計

合計
男 女 男 女 男 女 男 女

北 海 道 190 14 267 30 723 179 1180 223 1,403 
2 青 森 75 2 96 5 381 81 552 88 640 
3 若u.宮. 手 85 114 18 402 47 601 66 667 
4 r邑d「 城 94 6 160 31 394 94 648 131 779 
5 秋 田 99 。 119 8 476 57 694 65 759 
6 山 育長 89 。 152 12 448 105 689 117 806 
7 干高 島 115 5 279 27 324 95 718 127 845 
8 茨 城 71 3 149 15 323 67 543 85 628 
9 栃 木 53 2 86 5 167 40 306 47 353 
10 群 馬 77 105 5 546 84 728 90 818 
11 埼 玉 82 。 345 46 328 72 755 118 873 
12 千 葉 93 3 242 20 751 145 1,086 168 1,254 
13 東 尽 386 37 402 87 400 135 1, 188 259 1,447 
14 神奈川 211 281 21 1,019 214 1 511 236 1,747 
15 山 梨 94 4 136 24 323 88 553 116 669 
16 新 潟 78 。 160 5 771 134 1 009 139 1 148 
17 同邑岳町 山 87 3 160 12 209 45 456 60 516 
18 石 JI I 83 4 130 8 314 69 527 81 608 
19 t~ 井 37 78 3 255 42 370 46 416 
20 長 里予 118 。 119 7 501 108 738 115 853 
21 静 岡 192 6 249 34 539 150 980 190 1170 
22 愛 長日 110 4 160 11 603 179 873 194 1 067 
23 岐 阜 60 3 142 13 300 68 502 84 586 
24 一 重 39 。 95 10 304 94 438 104 542 
25 滋i 賀 77 223 21 300 112 600 134 734 
26 尽 者日 106 5 178 16 674 247 958 268 1,226 
27 大 阪 147 5 337 63 672 226 1, 156 294 1,450 
28 丘 庫 82 2 279 15 641 92 1 002 109 1, 111 
29 z. 良 5 。 59 5 218 68 282 73 355 ;oJ<: 

30 和歌山 22 。 113 9 302 96 437 105 542 
31 鳥 耳R 50 2 129 16 76 16 255 34 289 
32 島 ヰ艮 69 4 147 23 434 84 650 111 761 
33 岡 山 55 3 232 41 234 94 521 138 659 
34 広 島 161 7 236 26 457 112 854 145 999 
35 山 口 107 2 166 20 334 56 607 78 685 
36 結~J 島 19 2 78 8 133 63 230 73 303 
37 香 JI I 27 。 136 7 141 58 304 65 369 
38 愛 媛 45 2 136 9 270 90 451 101 552 
39 問口1 知 34 101 14 118 47 253 62 315 
40 ネ言 岡 172 8 283 34 716 235 1 171 277 1 448 
41 佐 賀 59 。 105 14 110 38 274 52 326 
42 長 崎 47 4 102 5 364 80 513 89 602 
43 熊 本 83 4 204 26 210 60 497 90 587 
44 大 分 89 2 141 28 307 117 537 147 684 

45 宮 崎 35 4 87 11 315 79 437 94 531 
46 鹿 児 島 77 2 172 25 478 144 727 171 898 
47 沖 縄 55 106 11 114 53 275 65 340 

4,241 161 7,976 904 18,419 4 659 30 636 5,724 36,360 

Q
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この資料は日本陸上競技連盟競技運営委員会資料より転載致しました。


